
７．持ち家がないこと

申込者及び同居親族が持ち家を所有、共有する場合は、市営住宅に申し込むことはできません。

ただし、持ち家の競売開始決定後、売買契約成立後、建物解体契約成立後または公共事業により

立退きが必要になった場合であれば、申し込むことができます。また、住宅ローン支払不能のため

持ち家を手放すこととなった場合についても、申し込むことができます。

いずれの場合も、所定の入居手続き日までに、持ち家の所有権移転登記または建物滅失登記が

できない場合は失格となります（ただし、公共事業に係る場合は除きます）。

※緊急連絡先（身元引受人）について

　緊急連絡先（身元引受人）を届出ていただきます。

　緊急連絡先（身元引受人）は、同居しようとする親族を除く成年者です。

　緊急連絡先（身元引受人）は以下のことをお願いするものです。

　①　入居後の生活面のサポート

　②　入居後の安否確認が必要になった場合の協力

　③　相続人不在又は相続放棄時における明け渡し手続き及び家財等残存物の処分の協力

　　　※金銭的な負担をお願いするものではありません。

　緊急連絡先（身元引受人）の方の了承を得てください。

８．保証金を支払えること

入居手続き時に保証金として、入居時の住宅使用料の３ヶ月分を納入していただきます。

９．円満な社会共同生活ができること

市営住宅内で円満な社会共同生活ができること。団地自治会等のいろいろな「きまり」は守っ

てください。犬猫等のペットを飼育することはできません。

申
込
資
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犯罪被害者等

①　犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方。

②　現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続け

ることが困難となった方。

※当選した際には、上記①または②に該当することが確認できる書類等（医師の診断書、交通事故

証明書、被災証明書等）の提出が必要です。

また、市から犯罪等の被害状況等について警察に照会を行います。

　犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方で、下記のいずれかの項

目に該当することが客観的に証明される方。

※３

失　格　事　項

下記のいずれかに該当する場合は、失格となります。

失格とは、申し込みの無効、当選の取り消し、あっせん（合格）の取り消し、入居許可の取り消

しのことです。

失
格
事
項

①　申込資格がないとき。また、申し込みから入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。

②　申込書、および「市営住宅申込状況確認カード」に不正の記載があったとき。また、必要事

項が記入されていないとき。

③　一つの定期募集で２件以上の申し込みや、同一人が２世帯の構成員になる場合など、重複し

た申し込みをしたとき。

④　申し込みの世帯構成および扶養関係が不自然なとき。または世帯を不自然に分割・統合して

いるとき。

⑤　婚姻予定の申し込みで、申し込み後６ヶ月以内に、申し込み時の婚約者と結婚できなかった

とき。

⑥　パートナーシップ宣誓書受領証の受領者で、北九州市パートナーシップ宣誓対象者の要件

を満たさなくなったとき。（同受領証を返還したときなど、親族と認めることができないと

判断されるとき。）

⑦　パートナーシップ宣誓書受領証の受領者で、パートナーシップ宣誓書受領証の写しを指定

された期限までに提出しないとき。

⑧　申し込みから入居までの間に世帯構成がかわったとき。（ただし、出生・死亡等やむを得な

い異動理由を除く。）

⑨　申し込みから書類審査までの間に、死亡・その他の異動理由によって、単身者となったとき。

（ただし、単身入居可能な住宅は除外する場合があります。）

⑩　退職予定の方を含む世帯の申し込みで、入居手続きまでに退職できなかったとき。また、退

職を証明する書類を提出しないとき。

⑪　持ち家の所有権移転または建物滅失登記が、入居手続きまでにできなかったとき。

⑫　審査に必要な書類を提出しないとき。また、実態調査に応じないとき。

⑬　住宅困窮者募集（点数選考）への申し込みで、申告の内容と事実が異なっていたとき。

⑭　あっせん（合格）した住宅への入居を辞退したとき。

⑮　定められた手続日に所定の手続きをしないとき。

⑯　過去、住宅使用料等の滞納を残した状態で北九州市営住宅を退去し、まだそのままであると

き。

⑰　入居者または同居者が、暴力団員であることが判明したとき。

⑱　その他、北九州市との信頼関係を損なう行為（過去、北九州市営住宅入居中に騒音、犬猫

等多頭飼育、故意・過失による火災等）があったとき。
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書類審査に必要なもの

書類審査には、次の１～５の該当する全ての書類が必要です。

必要な書類が提出されない場合は、失格になります。

なお、必要事項の記入漏れや証明者等の印鑑のないもの、およびコピーは無効な書類

となります。また、提出された書類はお返しできません。

１．世帯員を確認するためのもの

申込者本人と他の世帯員との続柄が確認できなければなりません。

□ 入居する世帯全員の住民票

（住民票は、本籍、国籍、世帯主との続柄記載のあるもの。外国籍の方は中長期在留者・特別

永住者であるかの表示、在留資格・在留期間の満了日も記載があるもの。）

※成人の方で、住民票で配偶者の有無が確認できない場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。

□ 入居する世帯全員の健康保険証（窓口で確認のうえお返しします。）

２．収入を証明するもの

給与収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の勤務をしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に現在の勤務先に就職した方

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前年１月２日以降に就職し、すでに

１ヶ月分の満額給与を受給している方 □ 給与証明書（別表１）

□ 今年になってから就職し、まだ給与を

受給していないかまたは日割り分の給

与しか受給していない方

□ 雇用証明書（別表２）

□ 指定した期日までに退職予定の方 □ 退職予定証明書兼誓約書（別表６）

年金収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の年金を受給している方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分の源泉徴収票
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に現在の年金の受給をはじめた

方

□ 前年分の源泉徴収票

□ 前年１月２日以降から引きつづき現

在の年金を受給している方
□ 支給額の記載された年金証書

（窓口で確認のうえお返しします。）

□ 前年１月２日以降に年金の支給額に

変更があった方

□ 裁定通知書・支給額変更通知書

（窓口で確認のうえお返しします。）
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日雇い等の収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき、

勤務先が不特定の日雇いをしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前年分所得額証

明書

□ 前々年１月１日以前から引きつづき、

勤務先が特定の日雇いをしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に、勤務先が不特定の日雇いを

はじめた方

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に、勤務先が特定の日雇いをは

じめた方

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前年１月２日以降から引きつづき勤

務先が不特定の日雇いをしている方

□ 前年分確定申告書（控）

□ 収支明細書（別表３）

□ 前年分所得額証

明書

□ 収支明細書（別

表３）

□ 前年１月２日以降から引きつづき勤

務先が特定の日雇いをしている方
□ 給与証明書（別表１）

□ 今年になってから勤務先が特定の日

雇いをはじめ、まだ給与を受給してい

ないか、または日割り分の給与しか受

給していない方

□ 雇用証明書（別表２）

□ 今年になってから勤務先が不特定の

日雇いをはじめ、まだ給与を受給して

いないか、または日割り分の給与しか

受給していない方

□ 収支明細書（別表３）

事業等による収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の事業をしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に開業した方

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前年１月２日以降に開業した方 □ 前年分確定申告書（控）

□ 収支明細書（別表３）

□ 前年分所得額証

明書

□ 収支明細書（別

表３）
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書類審査に必要なもの

書類審査には、次の１～５の該当する全ての書類が必要です。

必要な書類が提出されない場合は、失格になります。

なお、必要事項の記入漏れや証明者等の印鑑のないもの、およびコピーは無効な書類

となります。また、提出された書類はお返しできません。

１．世帯員を確認するためのもの

申込者本人と他の世帯員との続柄が確認できなければなりません。

□ 入居する世帯全員の住民票

（住民票は、本籍、国籍、世帯主との続柄記載のあるもの。外国籍の方は中長期在留者・特別

永住者であるかの表示、在留資格・在留期間の満了日も記載があるもの。）

※成人の方で、住民票で配偶者の有無が確認できない場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。

□ 入居する世帯全員の健康保険証（窓口で確認のうえお返しします。）

２．収入を証明するもの

給与収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の勤務をしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に現在の勤務先に就職した方

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前年１月２日以降に就職し、すでに

１ヶ月分の満額給与を受給している方 □ 給与証明書（別表１）

□ 今年になってから就職し、まだ給与を

受給していないかまたは日割り分の給

与しか受給していない方

□ 雇用証明書（別表２）

□ 指定した期日までに退職予定の方 □ 退職予定証明書兼誓約書（別表６）

年金収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の年金を受給している方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分の源泉徴収票
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に現在の年金の受給をはじめた

方

□ 前年分の源泉徴収票

□ 前年１月２日以降から引きつづき現

在の年金を受給している方
□ 支給額の記載された年金証書

（窓口で確認のうえお返しします。）

□ 前年１月２日以降に年金の支給額に

変更があった方

□ 裁定通知書・支給額変更通知書

（窓口で確認のうえお返しします。）
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日雇い等の収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき、

勤務先が不特定の日雇いをしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前年分所得額証

明書

□ 前々年１月１日以前から引きつづき、

勤務先が特定の日雇いをしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に、勤務先が不特定の日雇いを

はじめた方

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に、勤務先が特定の日雇いをは

じめた方

□ 前年分給与所得の源泉徴

収票

□ 前年１月２日以降から引きつづき勤

務先が不特定の日雇いをしている方

□ 前年分確定申告書（控）

□ 収支明細書（別表３）

□ 前年分所得額証

明書

□ 収支明細書（別

表３）

□ 前年１月２日以降から引きつづき勤

務先が特定の日雇いをしている方
□ 給与証明書（別表１）

□ 今年になってから勤務先が特定の日

雇いをはじめ、まだ給与を受給してい

ないか、または日割り分の給与しか受

給していない方

□ 雇用証明書（別表２）

□ 今年になってから勤務先が不特定の

日雇いをはじめ、まだ給与を受給して

いないか、または日割り分の給与しか

受給していない方

□ 収支明細書（別表３）

事業等による収入の場合
１月～５月までに

審査を受ける場合

６月～１２月までに

審査を受ける場合

□ 前々年１月１日以前から引きつづき

現在の事業をしている方

□ 前々年分所得額証明書

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）
□ 前年分所得額証

明書
□ 前々年１月２日から前年１月１日ま

での間に開業した方

□ 前年分確定申告書（控）

（未申告の場合は収支明細

書「別表３」）

□ 前年１月２日以降に開業した方 □ 前年分確定申告書（控）

□ 収支明細書（別表３）

□ 前年分所得額証

明書

□ 収支明細書（別

表３）
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３．世帯の状況によって必要なもの

□ 単身者の場合 □　単身入居の入居者資格認定のための申立書（別表10）

□　戸籍全部事項証明書

□　年齢以外の事由で申し込む場合は、その事由を

　証明する書類

□　精神障害者、知的障害者の方のみ必要な書類

　・単身入居の居住継続支援体制について（別表11）

□　精神障害者の方のみ必要な書類

　・医師意見書（別表12）

□ 婚姻状況や親族の続柄または住所

を確認する必要がある場合

□ 住民票

□ 戸籍全部事項証明書

□ 婚約者との申し込みの場合 □ 本人及び婚約者両方の住民票

□ 本人及び婚約者両方の戸籍全部事項証明書

□ 婚姻予定証明書兼誓約書（別表７）

□　パートナーシップ宣誓書受領証の

受領者の場合（受領予定者も含む）

□ 本人及びパートナー両方の住民票

□ 本人及びパートナー両方の戸籍全部事項証明書

□ パートナーシップ宣誓書の写し

□ パートナーシップ宣誓書受領証の写し

□ パートナーシップ宣誓に関する誓約書（別表17）

□ 協定締結自治体（転出元）の継続使用申請書等の写し

□ 母子世帯または父子世帯の場合 □ 次のいずれかの書類

・児童扶養手当証書、または手当の受給が記載さ

れた通帳の写し等

・ひとり親家庭等医療証（父または母・子の両方）

・配偶者のない女子（または男子）が子を扶養し

ていることが確認できる所得の証明

□ 戸籍全部事項証明書

□ 配偶者等からの暴力被害者の場合 □ 関係機関からの証明書等

□ 戸籍全部事項証明書

□ 配偶者がいる場合は、離婚の意思がある申立書
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□　その他 □　前々年分所得額証明書
　（収入額が０円のものに
　　なるはずです。）

□　前年分所得額証明書
　（収入額が０円のもの
　　になるはずです。）

□　退職された方 □　雇用保険受給資格者証（窓口で確認のうえお返
　しいたします。）または退職証明書（別表５）

無収入の場合 １月～５月までに
審査を受ける場合

６月～１２月までに
審査を受ける場合

生活保護世帯の場合 □　保護証明書

－12－ －13－

４．持ち家または借家の関係で必要なもの

５．その他（状況によって必要なもの）

※ 上記の１～５以外にも、事実確認のために必要な書類の提出を求める場合が

あります。

必
要
な
も
の

書
類
審
査
に

□　親子近居募集に申し込みをする場合

□　家賃を支払っている場合

□　住宅ローン返済不能に伴う差し押さ
　え等により自家を手放すことになった
　場合

□　裁判所の判決、調停または和解の結
　果立退きを迫られている場合

□　ＵＲ所有団地のうち、建替（閉鎖）
　のため立退きを迫られている場合

□　公共事業に伴う現在の住戸の立退き
　を迫られている場合

□　家主等から現在の住居の立退きを迫
　られている場合

□　持ち家を解体する場合

□　持ち家の競売で落札者が決定してい
　る場合

□　持ち家の売買または競売に伴い、申
　し込みをする場合

□　過去に北九州市営住宅に申し込んだ
　ことがある場合

□　その他特別な事情があり申し立てる
　べき事柄がある場合

□　親子近居募集・居住状況調査書（別表16）
□　申込者と近居する相手が、二親等以内の親族で
　あることを確認できる戸籍全部事項証明書
□　近居する相手の住民票

□　申立書（別表８）

□　売買または競売が成立したことを証明する書類

□　家主等からの立退き証明書（別表14）

□　公共事業主体からの立退き証明

□　ＵＲからの建替（閉鎖）を理由にした明け渡し
　に関する証明書類

□　判決または裁判所が作成した調書等、立退きが
　迫られていることを証明できる公的書類

□　誓約書（別表９）

□　家賃の支払い金額のわかるもの（領収書、契約
　書、通帳等）、または家賃証明書（別表15）

□　建物の滅失登記の登記完了証

□　住所が市外で勤務地が市内であるが、
　直接市外の本社等から給与を支給され
　ている為市内で勤務していることを証
　明する書類がない場合

□　在職証明書（別表４）

□　ハンセン病療養所入所者等の場合 □　証明書（別表13）

□　申込者、同居親族または扶養親族が
　障害者等に該当する場合

□　障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など障害
　等の程度を確認できるもの（窓口で確認のうえお

　返しします。）

□　所有権移転後の登記簿謄本、裁判所の引渡命令
　など、持ち家の競売で落札者が決定し、所有権が
　落札者に移転したことが証明できる公的書類

□　市営住宅申込状況確認カード



３．世帯の状況によって必要なもの

□ 単身者の場合 □　単身入居の入居者資格認定のための申立書（別表10）

□　戸籍全部事項証明書

□　年齢以外の事由で申し込む場合は、その事由を

　証明する書類

□　精神障害者、知的障害者の方のみ必要な書類

　・単身入居の居住継続支援体制について（別表11）

□　精神障害者の方のみ必要な書類

　・医師意見書（別表12）

□ 婚姻状況や親族の続柄または住所

を確認する必要がある場合

□ 住民票

□ 戸籍全部事項証明書

□ 婚約者との申し込みの場合 □ 本人及び婚約者両方の住民票

□ 本人及び婚約者両方の戸籍全部事項証明書

□ 婚姻予定証明書兼誓約書（別表７）

□　パートナーシップ宣誓書受領証の

受領者の場合（受領予定者も含む）

□ 本人及びパートナー両方の住民票

□ 本人及びパートナー両方の戸籍全部事項証明書

□ パートナーシップ宣誓書の写し

□ パートナーシップ宣誓書受領証の写し

□ パートナーシップ宣誓に関する誓約書（別表17）

□ 協定締結自治体（転出元）の継続使用申請書等の写し

□ 母子世帯または父子世帯の場合 □ 次のいずれかの書類

・児童扶養手当証書、または手当の受給が記載さ

れた通帳の写し等

・ひとり親家庭等医療証（父または母・子の両方）

・配偶者のない女子（または男子）が子を扶養し

ていることが確認できる所得の証明

□ 戸籍全部事項証明書

□ 配偶者等からの暴力被害者の場合 □ 関係機関からの証明書等

□ 戸籍全部事項証明書

□ 配偶者がいる場合は、離婚の意思がある申立書

必
要
な
も
の

書
類
審
査
に

□　その他 □　前々年分所得額証明書
　（収入額が０円のものに
　　なるはずです。）

□　前年分所得額証明書
　（収入額が０円のもの
　　になるはずです。）

□　退職された方 □　雇用保険受給資格者証（窓口で確認のうえお返
　しいたします。）または退職証明書（別表５）

無収入の場合 １月～５月までに
審査を受ける場合

６月～１２月までに
審査を受ける場合

生活保護世帯の場合 □　保護証明書

－12－ －13－

４．持ち家または借家の関係で必要なもの

５．その他（状況によって必要なもの）

※ 上記の１～５以外にも、事実確認のために必要な書類の提出を求める場合が

あります。

必
要
な
も
の

書
類
審
査
に

□　親子近居募集に申し込みをする場合

□　家賃を支払っている場合

□　住宅ローン返済不能に伴う差し押さ
　え等により自家を手放すことになった
　場合

□　裁判所の判決、調停または和解の結
　果立退きを迫られている場合

□　ＵＲ所有団地のうち、建替（閉鎖）
　のため立退きを迫られている場合

□　公共事業に伴う現在の住戸の立退き
　を迫られている場合

□　家主等から現在の住居の立退きを迫
　られている場合

□　持ち家を解体する場合

□　持ち家の競売で落札者が決定してい
　る場合

□　持ち家の売買または競売に伴い、申
　し込みをする場合

□　過去に北九州市営住宅に申し込んだ
　ことがある場合

□　その他特別な事情があり申し立てる
　べき事柄がある場合

□　親子近居募集・居住状況調査書（別表16）
□　申込者と近居する相手が、二親等以内の親族で
　あることを確認できる戸籍全部事項証明書
□　近居する相手の住民票

□　申立書（別表８）

□　売買または競売が成立したことを証明する書類

□　家主等からの立退き証明書（別表14）

□　公共事業主体からの立退き証明

□　ＵＲからの建替（閉鎖）を理由にした明け渡し
　に関する証明書類

□　判決または裁判所が作成した調書等、立退きが
　迫られていることを証明できる公的書類

□　誓約書（別表９）

□　家賃の支払い金額のわかるもの（領収書、契約
　書、通帳等）、または家賃証明書（別表15）

□　建物の滅失登記の登記完了証

□　住所が市外で勤務地が市内であるが、
　直接市外の本社等から給与を支給され
　ている為市内で勤務していることを証
　明する書類がない場合

□　在職証明書（別表４）

□　ハンセン病療養所入所者等の場合 □　証明書（別表13）

□　申込者、同居親族または扶養親族が
　障害者等に該当する場合

□　障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など障害
　等の程度を確認できるもの（窓口で確認のうえお

　返しします。）

□　所有権移転後の登記簿謄本、裁判所の引渡命令
　など、持ち家の競売で落札者が決定し、所有権が
　落札者に移転したことが証明できる公的書類

□　市営住宅申込状況確認カード


